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出席者の3/4を超えて採択された．
　以下に定款，細則の変更点並びに倫理綱領を示
す．

2．定款の変更点 

　定款の変更点は以下の通りである．
第2条：学会の目的に「社会に貢献する」という
文言を追記した．
第4条：これまで細則の変更は「評議員会が提案
し総会で承認する」ことになっていたが，「評議
員会が制定し，それを総会に報告する」ことにし
た．ただし会費の変更については，これまで通り
総会の議決を必要とする．
第 7条：「個人または団体」との表現に企業を追
加して「個人，企業または団体」とした．
第 9条：「正会員および名誉会員」を「正会員，
名誉会員，賛助会員」に修正した．
第 21条：評議員会の採決には原則として過半数
を必要とするが，細則には役員の交代など2/3の
賛成が必要な場合が規定されているため，「細則
に別に定めのある事項はこのかぎりではない」を
追記した．
附則：新しい定款は平成29年 8月 2日より施行
することを附則に明記した．また定款には西暦と
和暦が混在しているので，和暦に統一し，本定款
の施行を平成29年 8月 2日とした．

3．細則の変更点 

　細則の変更点は以下の通りである．
第 7条 2項：次期会長選挙において，候補者は

1．はじめに

　2017 年 8月 2日に開催された第 15回日本加
速器学会年会の総会において採択された定款，細
則の修正内容および新たに制定された倫理綱領に
ついて報告する．
　2016 年の第 14回総会で，定款および細則の
修正が提案された．その主旨は以下の3点である．
（1）定款に「社会への貢献」の文言を入れてはど
うか，（2）学会の運営を規定する細則の修正を年
1回の総会から評議員会の決議にすることで対応
を早くし，会員へは総会や学会誌で報告すること
にしてはどうか，（3）現在の定款・細則には倫理
に関する条項がないが，定める必要はないか．こ
れを受けて，規定等改定検討委員会を立てて審議
することにした．
　9月に 20名からなる検討委員会を設置し，11
月に委員会を開催して議論，その後のメール審議
を経て2017年 3月に草案を作成した．評議員会
は4月にその草案を審議し修正するとともに全会
員への提示を決定した．それに従い全会員への
1ヶ月の提示と意見募集の後，その意見を反映し
た修正案を6月の評議員会で採択し，再び全会員
へ提示するとともに8月の総会での採択を通知し
た．
　8月 2日の総会では定款，細則，倫理綱領を一
件ずつ採択した．総会開催時点での総正会員数は
882名，出席者180名，委任状28通に対し，委
任状を含めると定款 193票，細則 200票，倫理
綱領 200票の賛成を得て，いずれも規定である

定款・細則の変更について

Explanation of Changes in the Articles of Memorandum and Bylaws

古屋  貴章＊

Takaaki FURUYA＊

＊  高エネルギー加速器研究機構　KEK, High Energy Accelerator Research Organization
    （E-mail: takaaki.furuya@kek.jp）
    日本加速器学会庶務幹事

学会からの連絡

64



J. Particle Accelerator Society of Japan, Vol. 14, No. 3, 2017167

定款・細則の変更について

65

はなく，倫理綱領として別に定めることにした．
第6条までの6項目からなる．
第1条：学問の発展と社会貢献をめざし，不断の
努力と自己規律を求める．
第2条：法令や規範の遵守を求める．
第3条：職務や地位を不当な個人的利益に利用す
ることを禁ずる．
第4条：知的財産の保護．
第5条：誹謗中傷を禁ずる．
第6条：ねつ造や改ざんなどの不正を禁ずる．
付記：倫理に関わる問題が生じたときは評議員会
が審議し裁定する．
　今回の審議においては多くが軍事研究に関する
明文化についての議論であったが，現時点では会
員の議論が未熟として，倫理綱領には含めないこ
とにした．
　総会では，今後は軍事研究に関する議論を深め
ることの必要性が提案され，会長からは告発が
あった場合の学会としての対応を検討したいとの
見解が示された．

以上

選挙前に学会の運営方針を表明することを義務づ
けた．
第 19条：これまで会員名簿についての具体的な
規定がなかったので，個人情報の保護を目的とす
る 2つの項目を定めた．第 1項には，会員は名
簿の開示が必要な場合は理由を添えて事務局に申
請することができることを定めた．第2項では，
事務局は開示を要求された当人の許可を得た上
で，その連絡先を開示できるとした．
第 29条：細則の変更は，2/3 以上が出席する評
議員会において過半数の賛成により決議され，施
行されることを定めた．
第 30条：細則を変更したときは，総会および学
会誌上で報告することを明記した．
附則第1条：役員の交代についてはこれまで評議
員会の2/3以上の賛成が必要とされているので，
この場合は第29条に定める過半数の賛成は適用
されないという断りを付けた．
細則にある年号を和暦に統一し，施行を平成 29
年 8月 2日とした．

4．倫理綱領  

　倫理に関する条項は，定款や細則に含めるので
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